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１．商標の類否

1－ 1 類似検索

甲：商標専門の弁理士でも，商標調査に IPDLしか使

っていない弁理士がいるそうだけど，IPDLだけ

じゃ不安だよね？　拒絶が確定した出願や満了し

た登録が出てこないからね。ぼくは，IPDLの後，

I社（http://www.etrademark21.com/）のシステ

ムを使っているんだけど，乙君は何を使ってる？

乙：ボクは，IPDL で調査した後，B 社のシステム

（https://www.brandy.ne.jp/brandy/login/index.

html）を使います。B社のシステムを使わずに I

社のシステムだけで調査したのは，数回です。以

前，24区分で全類調査をしたときには，B社の

システムだとコストがかかりすぎちゃうので，I

社のシステムを使いました。

甲：B社のシステムは，過去の出願データを豊富に

蓄積している点が良いところだけど，類似群単位

の課金システムで，高額になってしまうのが残念

だよね。それと，ユーザーの条件指定次第で，出

るものが出ないおそれがある。もっとも，I社の

も，TN値が高い音の相違とか 3音以上相違する

と出ないところに問題があるけどね。昔は，P社

の経過情報を使って拒絶理由コードを調べていた

けど，今じゃ B社も I社も拒絶理由コードが付

いているから，便利になったよね。

乙：料金面を見た場合には，I社のシステムの方が上

ですよね。ただ，I社のシステムは，IPDLと同

様，まず，「コンピュータの類似度」からの類否

判断がなされるので，ここで間違えられていたら

終わり。B社のシステムでは，どのような商標を
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続「商標情報のインターネット利用法」

会員 古関　宏・石井　茂樹

特集《インターネット上の知財データの活用》

インターネットが普及し始めたばかりの 8年前「商標情報のインターネット利用法」というタイトルで

本誌に掲載させていただいた（1999 年 7月号）。今般，同じようなお話をいただき，拙稿を読み返して

みたところ，頭の固い古い人間ではさほど有用な情報を提供できないと痛感した。そこで，新進気鋭の石井

茂樹弁理士に「白羽の矢」を立て，共著をお願いしたところ，快く（？）引き受けてくれた（なお，彼によ

ると，「白羽の矢」というのは本来「犠牲」の意であるらしい。）。

本稿には私にとっても有用な情報が盛り込まれており，読者にとっても有用な情報であると期待している。

有用な情報提供者として「犠牲」になった石井弁理士に感謝している。

なお，登場人物甲（インターネットの知識は，必要最低限はある，と思い込んでいる「中堅」（？）弁理

士）及び乙（頼まれればイヤとは言えない，周りからは「若手」と言われ続けている有能な弁理士）は，あ

くまでも架空の弁理士であって，筆者ら自身ではないことをお断りしておく。

要約に代えて
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抽出するかという点からユーザーに移行するよう

になっているため，抽出の段階から自分で類否判

断をでき，この点で，B社のシステムの方が安心

感があります。また，B社のシステムでは，自分

で条件をかけているので，「ここにはどういう商

標が出ている」っていうことが分かっていて，リ

ストをチェックしやすい。

甲：そうそう。類似商標検索は，何といっても調査対

象の称呼をどのように特定するかが一番問題だよ

ね。この前も依頼者が「○○保証」（○○ホショ

ウ）という商標を調査したら，類似するものがな

かったので，出願してくれ，と言ってきたんだけ

ど，念のため「○○」について調査したら，案の

定，ズバリがあってね。結局は，商標を変更する

ことになったんだよ。

乙：B社のシステムについては，「条件指定」を極端

に怖がる人がいますけど，今話に出てきた「称呼

の特定」とか「リストチェック」が怖いと口にす

る人はいないと思います。条件指定も，「類否判

断を，リスト上で行うのではなく，リスト作成時

にしているだけ」なんだから，「条件指定」だけ

を不安視することはない。逆に，条件を他の人に

打ってもらって，リスト上で類否判断をするだけ

っていう人もいるらしいですけど，そういうやり

方だと不安かな。最初の類否判断を他人に任せる

くらいなら，I社のシステムを使う方がボクはマ

シだと思います。結局，商標を見た段階で，ある

程度の類否判断が行われていて，あとはそれをど

う処理するのがふさわしいかを判断するのが一番

重要ですよね。

甲：そうだよね。類否判断は，ヒットした商標を見な

がら，並行してやってるよね。そうできる点では，

B社のシステムも，I社のシステムも同じじゃな

いかな。直接的な検索結果では判断できないと思

えば，別のやり方でもう一度トライしてみる。先

日，新人研修で，「NANO TECHNO」（11C01）

の商標調査を題材にしたんだけど，「11C01」の

類似群だけを調査した人が殆どで，その範囲には

完全に類似するものはない。ところが，「11？」

と広げてやれば，同一の商標がヒットするんだけ

ど，これを指摘した人は本当に少なかった。

乙：「NANO TECHNO」（11C01）で，「11？」まで

見たいなら，I社のシステムの方がよいですね。

B社のシステムだと，料金の問題があるから，そ

こまではできない。せいぜい IPDLで確認するく

らい。さっき言ったリストの見やすさにしたって，

1音相違のものを抽出している部分でちゃんとチ

ェックしないといけない商標が 200件というよう

に抽出数が多いときには，B社のリストでは見づ

らい。そういう場合は，「称呼順」に並んでいる

I社のリストの方が見やすいと思います。結局，

両システムとも一長一短があるから，システムの

特性を考えて使うのが重要だと思います。

1 － 2 商品・役務の特定

甲：乙君は，依頼者の商品や役務の類似群がわからな

かったことはない？　これだけ新商品や新サービ

スが出てくると，古い人間はついていけないよ。

結局は，ニース協定の考え方に即して考えなけれ

ばいけないんだろうけどね。

乙：商品はそんなに多くないですが，サービスは新し

いサービスが続々と出るので，わからないことが

結構あります。ボクは，そういうときは，インタ

ーネットの検索エンジンで調べています。商品・

サービスの説明を聞いて，キーとなりそうな言葉

を検索エンジンに入れて，検索結果で出てきた商

品・サービスを画像等で確認して，イメージを掴

みます。あと，その商品・サービスについて検索

エンジンで同業他社の商標名を調べて，その商標

が IPDLで出願・登録されていないかを調べるこ

ともあります。あくまでも参考程度ですけど，自

分の考えと同業他社の出願範囲とが一致すると，

ホッとはする（笑）。

甲：乙君は，検索エンジンでまずは調べるんだ。フム

フム（確かにその方法の方がより正確なイメージ

が掴めると納得）。私は，IPDLの「商品・役務

名リスト」が最初かな。ここで調べてイメージが

掴めないときは，I社の「GSリスト」や「指定

商品・役務」検索を利用したり。どちらかという

と，指定商品・役務の表示をどのようにするかと

いう観点から入っていく感じかな。最近，外国の

依頼者のサービスが「42P02」「42X11」のいずれ

の 類 似 群 に 属 す る か 判 断 し か ね る 表 示

（「computer services」「internet services」）があ
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ってね，表示方法によっては，どちらにも入る可

能性があったんだけど，より具体的な表示に近い

表示を探して類似群を特定したよ。

乙：ボクの場合は，IPDLの「商品・役務名リスト」

を検索する前提として，絞り込む言葉が思い浮か

ばないことも多いから（笑）。例えば今出てきた

「42P02」「42X11」の 2 つの類似群だけを元に

IPDLで検索したら，検索結果が 1000件を超え

てしまって，リストまで辿り着けない。IPDLの

「商品・役務名リスト」も，1000件を超えてもあ

る程度は見られるようにしたり，また，その際に

は，言葉を含むものを「拾う」だけではなく，

「除く」こともできるようにしてくれれば，もっ

と活用しやすいと思います。「拾う」絞り込みだ

けだと，正確にはイメージしづらい新商品・新サ

ービスの場合は，ちゃんと適切な表示を見つけら

れたのか，少し怖い。

甲：確かに，何らかの条件を入力してやらないと，リ

ストまで漕ぎ着けない場合が多く，逆に下手な条

件を入れると，必要なものが抜けてしまう。

乙：例えば，「アバター」なんて言葉は，数年前には

知らなかった。取引社会で「アバター」が使われ

ていて検索エンジンではヒットしても，IPDLの

「商品・役務名リスト」では「アバター」ではヒ

ットしない。1件ヒットしたと思って喜んで確認

したら，出てきたのは「ココアバター成分入りの

…」という表示で（図 1），愕然としたり（笑）。

言葉を「拾う」だけのシステムっていうのは，商

品・サービスをちゃんと理解して「適切な言葉」

を入れることが前提になっていて，その前提がな

い新商品・新サービスのときには，苦労します。

さっき出てきた I社の「指定商品・役務」検索は，

「除く」検索もできるので，そういう検索の仕方

をしたいときに，特に使い勝手がよいですね。こ

のシステムだけでは類似群コードまでは分かりま

せんが，類似群を知りたい場合には，その段階で

IPDLの「商品・役務名リスト」で検索をしたり，

I社の「商品・役務名リスト」を使っています。

甲：（「アバター」って何？？？（1））依頼者の新商品

やサービスを正確に把握することが大事なんだろ

うねぇ。古い人間は，どの包括概念に属するかっ

ていう石頭で考えがちだけど，そうではなくね。

（と話題を変えて）そう言えば，三極リスト（特

許庁の取り組み（国際活動と協力）＞商標三極協

力＞商品役務表示の三庁リストについて）って知

ってる？　国内の出願には直接関係がないんだけ

ど，日米欧で指定商品・役務の英文表示としての

英語版が 7000件以上ある。海外に直接出願する

際やマドプロの表示として利用できるよ。

乙：外国関係の情報も最近は充実しているみたいです

ね。この辺は甲さんの方が詳しいと思うので，ま

た後ほど教えて下さい。

1 － 3 結合商標

甲：結合商標（A＋ B）というのは，Aと Bの識別力

等について判断しなければならないから，類否判

断も難しい。IPDLの「商標出願・登録情報」を

使って，Aを含むもの，Bを含むものをピックア

ップすれば結合商標の類否判断に利用できるけ

ど，過去の拒絶出願がないから，どのように判断

されてきたかがわからない。だから，過去出願が

データとしてある，I社の「シリーズ検索」を利

用している。

乙：I社の「シリーズ検索」って，よく耳にはするん

ですけど，ボクは使ったことがありません。どん

なシステムなんですか？

甲：要は，一定の称呼の，完全一致，前方一致，中間一

致，後方一致の 4つをピックアップするやり方な

んだよ。その一定の称呼というのも，例えば，「エー

ビーシー」の完全一致だけではなく，「エイビイ

※「商品・役務リスト」で「アバター」を検索して

も，「ココアバター成分入りの化粧品」のみしか

ヒットせず，「アバター」に関連する役務を

IPDLで調べることができない。具体的な商品・

役務の内容を理解していなければ，「商品・役務

リスト」で検索することは難しい。

図 1 IPDL「商品・役務リスト」での検索結果
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シイ」等も拾ってくる。それと，「文字検索」と

いうのがあって，これは同一称呼ではなく，商標

を構成する文字「ABC」を幹として，その完全一

致，前方一致，中間一致，後方一致が検索できる。

乙：ボクは，結合商標の類否判断が必要そうな場合に

ついては， B 社のシステムを使う際に，

「PERFECTION」（2）を前方一致，後方一致に分け

てリストアップしているので，基本的にはそれで

判断していますけど，微妙なときには，同社のシ

ステム（https://mars.brandy.ne.jp/）中の「結合

商標検索」を使って，併存登録例を確認していま

す。このシステムは，「称呼」或いは「商標（文

字列）」を入力して，その語の位置が「前方」か

「後方」かを特定すれば，「A＋ B」と「A」の併

存登録例や「A＋ B」と「B」の併存登録例を抽

出できる，というものです。

甲：その「結合商標検索」というのは，「A＋ B」と

「A」の併存例を同時にみることができるの？

乙：できますよ。併存している商標を表形式で見るこ

とができます。また，「簡易」ボタンを押せば，

簡略化した 2商標の書誌情報が 1枚でプリントア

ウトできます。結合商標とは話がそれますが，同

じシリーズで，「一音相違検索」というシステム

もあって，これは，一音相違称呼商標の併存登録

例を確認できるシステムです。例えば，「ピ」と

「ビ」が相違する商標の併存例を見たいなら，「音

A」として「ピ」を，「音 B」として「ビ」を

各々指定すれば，併存登録例が出てくる。「相違

位置（語頭／中間／語尾）」，「称呼長」や「類似

群コード」で絞ることも可能です。

甲：I社の「差異音サーチ」がそれと同じ内容かな。

このシステムというのは，同じ類似群で権利者が

異なるものだけをピックアップするのが前提だと

思うんだけど，それを目検したり，確認したりし

なければならないのが億劫だなぁ。

乙：結合商標に話を戻せば，言葉の性質として，前後

の文字と結びつきやすい語だということを主張す

るときにも，検索エンジンを使えますよね。例え

ば，不服 2 0 0 5 - 1 0 1 5 9 号審決では，「図形＋

OUTDOOR／ PRODUCTS」と「アウトドアー／

OUTDOOR」を非類似と判断していますが，そ

の理由として，「『PRODUCTS』の語は，『〇〇

Product（s）』や『〇〇プロダクト（ツ）』などと

連綴し，又は称呼して一般にしばしば使用されて

いる」と説示しています。こういう主張を自分た

ち で す る 場 合 に は ， 検 索 エ ン ジ ン で

「PRODUCTS」という言葉の実際の使われ方を探

すことができます。

甲：（まさか！何で「OUTDOOR／ PRODUCTS」と

「アウトドアー／ OUTDOOR」が非類似なんだ？

と思い，審決を見る。）この事例はさぁ，本来

「OUTDOOR／ PRODUCTS」の文字部分には識

別力がなく，図形部分に識別力があると言うべき

なんだろうけどね。

乙：この事例では，抵触商品がアウトドアー用商品を

想定しづらいものばかりなので，指定商品の関係

から言えば，「OUTDOOR／ PRODUCTS」の文

字部分にも識別力がありそうです。ただ，言葉の

性質として，いつも「○○ Products」が一連か

と言われれば，確かにそうではない気がします

ね･･･（と，不適切な例でバツが悪くなったので，）

勝手に話を纏めちゃいますけど，インターネット

の検索エンジンは，言葉の性質を主張する際に，

その主張を補完する資料を簡単に入手できるとい

う点で便利だと思います。

1 － 4 図形商標

甲：乙君のところでは，図形商標は外注？　それとも

自分で調査をしてるの？　私は，独立した当初は

手めくりでやっていたんだよ。その当時も，図形

商標のコンピュータ調査ができないか検討してい

た人がいてね。それが具体化したのは，民間では

B社のシステムだけだろうと思うんだよ。

乙：外注はしていますけど，必ず同時に，自分でも調

査をしています。図形は人によって色々な見方が

あると思うので，外注している方が安心できます。

ボクが気づかないコードに気づいてもらえるとい

うこともありますし。本当は気づかないといけな

いんでしょうけど，向こうは図形を見るプロだか

ら。特に，ウィーン分類は細かいので，気を遣い

ます。
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甲：乙君は，ウィーン分類の前の特許庁分類で図形商

標を調査したことがあるかい？　どちらも一長一

短があるけど，これも類似商標の検索システムと

同様，システムの内容をわかった上で使う必要が

あるよね。

乙：特許庁分類でも調査したことがあります。特許庁

分類と比べて，ウィーン分類は非常に細かい分類

ですが，B社が独自に付与している図形コードは，

特許庁分類よりもさらに大きい概念で分類されて

いますよね。図形商標の類否は周辺の登録状況等

も勘案する必要があるので，細かい「ウィーン分

類」の方がよいか，それとも，大雑把な「B社の

図形コード」の方がよいかは，図形によっても違

うと思います。例えば，円的図形のように，ちょ

っとした相違点が類否に影響を与える単純な図形

の場合には，それほど広く見る必要もないので，

ウィーン分類の方が検索しやすいけど，あまり見

かけないような特殊な図形の場合には，B社の図

形コードの方が，周辺状況まで確認できる分，適

しているように思います。

２．識別力

甲：調査や出願を依頼された商標が識別力を有してい

るか判断が難しいときがあるよね。ぼくは，類似

商標検索システムでヒットした出願で拒絶理由コ

ード（30や 31）があるものや，昔の「拒絶文字

商標集」のデータを利用していて，I社の「Mr．

3条」はあまり使っていないんだけど，乙君は，

どんな資料を参考にして判断しているの？　ネッ

ト上でまずは調べるの？

乙：「Mr．3 条」も場合によっては使いますけど，

まずは，ネット上で公開されている辞書類や検索

エンジンを使いますね。専門的な用語の場合でも，

最近では色々な分野の辞書がネット上で見られる

ので楽だと思います。検索エンジンは，「使われ

ている」ことの確認にも使えますけど，「使われ

ていない」ということの証明にも使えますよね。

甲：拒絶理由通知をみると，結構，ネット上の資料を

理由にしているものがあるよね。意外に出願人の

使用例が引用されているのも多いと思うんだけ

ど。

乙：多いですね。「商標としての使用例」を指摘され

た場合もありました。逆に，これは調査のときに

我々代理人も注意しないといけない点ですね。特

に最近は，識別力が弱そうな言葉の調査・出願が

多いし，検索ヒット数だけで騙されないようにし

ないと。例えば，最近は「ブログ」が流行ってい

ますけど，ブログは個人的文章だから，品質表示

語ではないのに「面白い表現」を好んで使ってい

る場合がある。だから，検索エンジンの検索結果

だけじゃなくって，中身の確認，使い方の確認が

基本的に必要なんだと思います。

甲：確かに仰るとおり。

乙：それから，品質表示語として使用されている例は

確かにあるけど，「僅か数件」っていう場合もあ

りますよね。その場合は，識別力の有無に悩みま

す。審決でも，「この程度では一般的に品質表示

として使用されているとは言えない」という記載

がされていることが結構ありますけど，甲さんは，

目安として「どの程度の使用例」をもって識別力

の有無を判断していますか？

甲：一概には言えないけど，競合他社が 2～ 3社程度

使用している事実では足りないと思うなぁ。競合

他社が複数使用していて，信頼性のある辞書，辞

典類に掲載されている必要があると思うんだけど

…（と自信なさ気）。

乙：2～ 3例なら，「普通に使用されている」とは言

えなさそうな気がしますよね。でも，5～ 6例見

つかったとなると，どうでしょう？　そのくらい

になると結構悩みます。この辺は，商標を構成す

る言葉の性質によっても違うと思いますけど。そ

れから，同じ 5例でも，自分でワードを入れてひ

っかける「検索エンジン」でたまたま見つかった

という場合と，一般人が広く読んでいる「新聞」や

「雑誌」で品質表示語として使われているのが 5例

あるっていう場合では，重みが違う気がします（3）。

甲：先日，1件の文献だけを引用して品質表示だとい

う事例があってね。しかも，その文献は業界の辞

典類で 1番売上げがあるから，信憑性があると。

ところが，その発行元に問い合わせたところ，誤

って掲載された可能性が高い，とのことで，訂正
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するよう，申し入れをしたケースがあったよ。そ

れで，不服審判を請求しなければならないなんて，

おかしいよね。

乙：たった 1件の誤記で識別力が認められず，審判ま

であげなければならないというのはツライです

ね。甲さんが今仰った事例のように「1件，2件

の使用例しかない」というものや，「使用例は請

求人の『商標』としての使用例のみ」というもの

も，審査段階で拒絶されるケースが結構あります

よね。審決を読んでいると，そういう事例をよく

見かけます。

甲：ただ，査定時に実際に品質表示として日本で通用

していなくとも，本来，品質表示語であるものは，

拒絶されるべきだと思うんだけど。例えば，昔

「アセロラ」とか，｢キシリトール｣が登録されて

いたんだけど，識別力については，5年の除斥期

間があるから，無効審判を請求できない。さっき

の「アウトドアー」についても，登録後に識別力

を喪失する場合，或いはもともと識別力がなかっ

た場合，当該部分は識別力がないから，類否判断

の対象としての称呼は発生しない，という審決が

あったんだけど，最近は，そういう審決が減った

ような気がする。

乙：最近だと，そういう言い方ができる場合でも，そ

こは触れず，「称呼は共通するが，…総合観察で

非類似」という審決になってるケースもあります。

当て字で識別力は認められる例ですが，不服

2003-12417号審決（「召仲」※「正中／ショーチ

ュー」等）も，正にそういうケース。指定商品

「焼酎」なんだから，「類否判断の対象としての

『ショウチュウ』の称呼は発生しない」と言えば

よいのに，「称呼の点において一致する場合があ

るとしても」と「ショウチュウ」の称呼が出るこ

とを認定した上で，但し，外観及び観念において

顕著な差異を有するものであって，総合的に考察

すると，商標非類似，と判断しています。

甲：もともと称呼というのは，類否判断の判断要素で

あったはずだよね。裁判所の判決の影響なんだろ

うが，識別力があろうがなかろうが生ずるものは

全て称呼として取り扱っているような気がしてな

らない。だけど，特許庁の類否判断が称呼を基本

としてなされているのは明らかだし，だからこそ，

我々代理人も，称呼を中心に，商標の登録性につ

いて判断しているわけでしょ。これが崩れたら，

何が登録され，何が登録されないのか，わからな

くなってしまう。これが更に進んでいくと，審査

主義の崩壊を招きかねない。そろそろ，振り子を

戻さなければならない時期なんだろうね。

乙：仰る通りです。類否判断としての「称呼」が出る

ということと，単に，その文字にそういう「呼称」

が存在するということは，違いますよね。

甲：それと，IPDLの「審判情報」は，審判番号がわか

らないと，使えない。だから，事前に｢顕著性事典｣

で審判番号を調べてから，審決の内容を見たりし

ている。この「顕著性事典」のインターネット版と

いうのはないよね？　あると便利なんだけどね。

乙：B社がネット上で使えるようにしているハズで

すけど，そういうのじゃなくって？

甲：えっ，そうなんだ！

乙：ボクは，「顕著性事典」で近い事例が見つからな

い場合には，IPDLの「商標出願・登録情報」で，

検索項目として「拒絶査定発送日」を入れて探し

ます。例えば，商標「○○のチカラ」（指定商

品：健康食品）で識別力がないと判断された場合

には，図 2のように検索項目を入力します。

乙：あとは，一覧画面に進めば，2000年 1月 1日以

降に出願された同じような態様の商標で，拒絶査

定にまでなってしまった案件をリストアップでき

ます（図 3参照）。登録になっていれば，審判で

争っているっていうことだから，その書誌にあた

って審判番号を確認することができます。

もっとも，この方法だと，識別力で争っていると

思っていたら，実際は類否で争っていたケースだ

ったっていうこともありますけど，「商標出願・

登録情報」は 2週間ごとに更新されるので，「顕

著性事典」のタイムラグを埋める方法としては使

えると思います。

甲：（ムムッ！そんなやり方があるとは？）(4)

乙：最近でてきた DBを使う方法もありますけど，そ
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れはまた後ほど（「7．その他」参照）。

３．周知・著名性

乙：周知性・著名性がないということを検索エンジン

の結果で争ったことがあります。検索エンジンに

かけても 10件程度の使用例しか見つからないの

に，周知・著名なわけがないじゃないか，って。

逆に，周知性・著名性を立証しないといけないっ

ていう場合には，検索エンジンの結果はあくまで

も補完的なもので，本当はちゃんと立証していか

ないといけないと思いますが，甲さんは，ネット

上のシステムを使ってその立証をしたことがあり

ますか？

甲：大雑把な性格なせいか，どうも周知性の立証は苦

手だなぁ。質より量って感じかな。昔，スポーツ

用品の商標について 3条 2項の立証をするのに，

競合他社や著名なユーザー等の証明書を 100通ぐ

らい集めてもらったことがあったけど，結局は残

念ながら 3条 2項の適用を受けずに商標自体の識

別力を認めてもらって登録したことがある。本当

は，登録を受けるのは，指定商品（指定役務）と

商標なんだから，その商標がどの商品や役務にい

つからどのように使用してきたか，そして，それ

がどのような評価を受けているか，について日付

が特定できる客観的な資料を集めるしか方法がな

いと思うんだけど。特に，ネット上の資料という

のは，日付の特定が困難でしょ？　これをどのよ

うに立証するかが問題だよね。因みに，IPDLの

「日本国周知・著名商標検索」っていうのは使っ

たことがある？

乙：防護標章としてどんなものが登録されているかを

調べたときに，一度だけ使ったことがあります。

おそらく，「商標出願・登録情報」では防護標章

登録を引っ張れないと思うのですが，「日本国周

知・著名商標検索」で検索すると，「この商標は，

防護標章として登録されています。」と記載され

ているので，その確認が簡単にできました。甲さ

んは，「日本国周知・著名商標検索」を使ったこ

とがありますか？

甲：ぼくは殆ど使わない。あのデータは，防護標章登

録されているものと，異議・審判・判決等で周知

性・著名性が認められたものなんでしょう？　例

えば，商標調査で，周知・著名な商標と混同を生

じそうなものは，経験と勘で判断しているかな

（と，薄っぺらな経験だけが頼り）。

乙：「この商標は，防護標章として登録されています。」

とか，「この商標は，異議決定／審決／判決に基

検索項目選択として，

1．「商標（選択用）」（以下 3つを OR検索）

→「？のちから　？の力　？のチカラ」

2．「類似群コード」（以下 5つを OR検索）

→「32F01 32F02 32F03 32F04 32F15」

3．「拒絶査定発送日」

→「20000101:」

を指定し，この 3つを AND検索した結果，検索

結果は「20件」。

→2000年以降，同態様で拒絶査定になった出

願（データ蓄積分）が 20件存在する。

図 2 IPDL「商標出願・登録情報」での入力例

※20件中 7件が登録で，この 7件はいずれも審判

段階で登録になった例。残り 13件は審査又は審

判で拒絶されたか，未だ特許庁に係属中のケース。

（一覧画面）

図 3 IPDL「商標出願・登録情報」での検索結果



づくものです。」という一文だけじゃなくって，

いつの時点の周知・著名性を認めたのかとか，審

決番号・判決番号とかを記載してくれれば，もう

少し使い道が出そうですけど。

４．使用調査・ウォッチング

甲：商標の調査をして障害になる商標があると，その

商標が使用されているかをネットで検索している

んだけど，乙君はどう？　昔は信用調査とか側調

とかを使っていたけど，最近は，ネットでかなり

わかるようになったよね。大手の企業であれば，

概ねどんな商標を使っているかがわかる。

乙：ボクも，調査や拒絶理由段階で，不使用取消で対

応しないと登録はムリだろうという場合には，検

索エンジンで調べます。ネット上で使用している

場合には，不使用取消では対応することができな

いことが分かりますね。ネット上では使用してい

ない場合，ネット上に出てこないだけかもしれま

せんし，使用許諾しているのかもしれませんけど，

不使用で対応できる可能性があるっていうところ

までは分かります。あくまでも可能性ですが。

甲：一番問題なのは，ウォッチングだと思うんだけど，

乙君はどう？ 「商標公報 DB」は，1週間に 2回，

更新されるけど，一々公報に当たる時間的余裕は

ないし。出願中の商標については，2週間に 1度，

「経過情報」のデータが更新されるので，その都

度，現状をウォッチングしているんだけどね。何

かいい方法はないかなぁ？

乙：ボクも，ウォッチングに関しては「経過情報」で

その都度チェックしているのが現状ですが，民間

のシステムとしては，B社が「ウォッチング」シ

ステムを構築しているという話を聞いたことがあ

ります。ウォッチングの対象となる商標を登録す

れば，毎週定期的に追加・修正の商標データから

検索し，端末から確認できるみたいです。

甲：毎週更新されているの？　もし公報掲載日からさ

ほどタイムラグが生じていなければ，使えるかも

知れないね。ただ，こちらがウォッチングする商

標を特定しなければならないんでしょう。そうで

はなく，例えば，今日の公告分として，商標公報

に掲載されたものが一覧できるシステムがあって

もいいよね？

乙：異議申立期間が「商標掲載公報の発行の日から二

月」（商標法 43条の 2）と短いことを考えれば，そ

ういうシステムを望む声は多いように思います。

５．国際関係

5－ 1 外国の商標制度

乙：ところで，ボクはドメスティックな人間なので，

あまり外国の商標制度には詳しくないのですが，

外国制度について問い合わせを受けることも時々

あります。先ほど，「商品役務表示の三庁リスト」

は教えていただきましたけど（「1－ 2 商品・役

務の特定」参照），外国の商標制度について，簡

単な情報を入手できるようなネットっていうもの

はありますか？

甲：それが意外に少ないんだよね。もっともぼくが知

らないだけかも知れないけど。一番概略的なもの

は，特許庁の「特許行政年次報告書」の中の「各

国産業財産権法概要一覧表」。これをみれば，審

査主義かどうか，加盟条約は何か，存続期間が何

年か，不使用期間は何年か，異議申立期間が何日

か等がわかる。その次に詳しいのが，発明協会の

「 外 国 産 業 財 産 権 制 度 ・ 侵 害 対 策 」

（http://www.singai.jiii.or.jp/）。出願から登録まで

概略を解説している。より詳しく調べたいときは，

特許庁の「外国産業財産権制度情報」。各国の商

標法と規則の訳文が掲載されている。ただ，この

訳文は非公式のものなので，直接，各国の特許庁

のホームページにアクセスして，条文を確認すべ

きだと思うよ。この前も，韓国には日本の商標法

4条 1項 13号と同じ規定が 7条 1項 8号にある

んだけど，その例外が 7条 4項に規定されている。

その日本語の訳文が不明確だったんで，韓国の知

財庁のホームページにアクセスして英文に当たっ

たら，理解できた。海外の特許庁も，米国の

「TMEP（Trademark Manual of Examination

Procedures）」のような審査基準もオープンにし

てほしいね。

乙：香港やマレーシアもホームページ上でオープンに

しているみたいですけど，全ての国がオープンに

しているわけじゃないみたいです。じゃあ，まず

は，今教えてもらった「特許庁」のホームページ
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と「発明協会」のホームページを見て，あとは，

各国特許庁のホームページや各国代理人への確認

が必要ということになるわけですね。

甲：それと，日本から外国に出願するとき，海外で認

められる表示は，一応チェックしているかな。最

初は，「アルファベティカル・リスト」でチェッ

クし，さらに例えば，アメリカ合衆国特許商標庁

の「Identification Manual」（http://tess2.uspto.

netahtml/tidm.html）とかを参考にしている。

5 － 2 WIPO

甲：直接，外国制度の話ではないんだけど，英文の指

定商品をどのように日本語に訳すかは難しい。

「stationery」というと「文房具」って訳しがちだ

けど，どうやら「文房具」の方が広い概念らしい。

海外から国内の場合は，より広くなるからまだ良

いけど，逆の場合は，権利範囲が狭くなってしま

う。特に，マドプロの出願のときが問題だよね。

そういえば，マドプロの情報は，「M a d r i d

E x p r e s s」だけかと思っていたら，最近は

「ROMARIN」も使えるんだね？

乙：出願人が望んでいた範囲で権利を取れていると思

っていたのに，実は取れていなかった，というの

は怖いですね。マドプロ情報のシステムにはあま

り詳しくありませんが，確か，「Madrid Express」

（http://www.wipo.int/IPDL/en/search/madrid/

search-struct.jsp）っていうのは，IPDLのWIPO

版みたいなものですよね？ 「ROMARIN」って

いうのは聞いたことがないんですけど，どんなシ

ステムなんですか？

甲：「ROMARIN」（http://www.wipo.int/romarin/）

は，その昔，一般ユーザーは使えなかったんだけ

ど，今は利用できるようになった。「Madrid

Express」は，13の項目から検索するんだけど，

「ROMARIN」は，14項目，特に国際登録日から

検索できる。それと，指定国の情報が載っている

点と，何よりプリントアウトするには，

「ROMARIN」の方が見やすい。

６．裁判例

乙：審決取消訴訟に関しては，IPDLの「審決取消訴

訟判決集」にも掲載されますけど，最近では，判

決日の翌日には「裁判所」のホームページ

（http://www.courts.go.jp/）に判決がアップされ

ているので，そちらで見ることが多い。勿論，こ

のホームページも裁判所がサービスでやっている

にすぎないので，全判決が掲載されるわけじゃな

いですけど，最近では，殆どの判決がここで確認

できますよね。

甲：そう。判決を探すときは，殆ど「裁判所」のデー

タベースを使っている。ここで見当たらない場合

は，判決日とか，事件番号を頼りに検索エンジン

で調べるんだけど，乙君は，他のデータベースも

使ってる？

乙：それ以外のデータベースとしては，「LEX／ DB

インターネット」（http://www.tkclex.ne.jp/）を

使っています。「裁判所」のホームページに掲載

されていない判決を見たい場合の他，判決が確定

したかどうかを確認したいときにも役立ちます。

「LEX」では，判決文の「全文表示」の他，「書誌

表示」を見ることができます。ここで，その判決

の上級審の番号等を確認することができますし，

また，下級審・上級審がリンクされているのも便

利な機能だと思います。

甲：このデータベースは，その他，日経新聞のデータ

ベースにもアクセスできたり，審決も全文が入手

できる点でメリットがある。判決のデータベース

というのは，ピックアップした判決をどういう風

に，纏めておくか，これも結構問題だよね。ぼくは，

一応，「判決集」というホルダー内に，「類否」とか

「不使用」とかのホルダーを作って，そこに入れて

保存しているんだけど，乙君はどうしてる？

乙：ボクは，「裁判所」のホームページで商標事件の

一覧を抽出して，それをコピーペーストした表を

作っています。そこに，事件名を入力して，大き

な括り（例えば，「識別力」，「類否」等）で分け

た上で，例えば，「類否」なら，「結合」「外観類

似」「総合観察」「商品類否」等の細分化をしてい

ます（図 4参照）。エクセルのオートフィルター

機能を使えば，検索も可能です。

自分で資料を作りたいときには，インターネット

の情報を使えば，楽だと感じます。一度作ると，

こうすればよかったと思うことがあり，今，修正
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版を作っているんですけど，インターネット情報

を使えないと，修正版を作ろうという意識すら起

こらないかもしれません。インターネットで情報

を簡単にひけて，それを活用できるというのは，

我々がし得ることの幅を広げていると思います。

７．その他

甲：IPDLの書誌事項とイメージデータを 1枚にプリ

ントする方法は知ってる？

乙：えっ，そんなことできるんですか？　書誌事項と

イメージデータはフレーム分割されているから，

ムリなんじゃ…

甲：そう思うでしょ！　ところが，それができるんだ

よ。「印刷プレビュー」で「表示されたとおりに

印刷する」を選択すると，何と 1枚で印刷でき

る！　商標イメージが切れてしまう場合は，フレ

ームを左にずらせば，いいんだよ。

乙：本当だ！　そんなことができたんですね。ボクは，

書誌事項とイメージデータは 1枚にプリントアウ

トできないとばかり思っていたので，一緒にプリ

ントしたいときは，常に，民間（B社，I社，IF

社）の「書誌情報」システムを使っていました。

甲：そ う い え ば ， I F 社 の 「 商 標 資 料 館 」

（http://www.tm-library.com/）で「全文検索」

（http://www.tm-sonar.jp/）がオープンしたけど，

使ってる？

乙：数回ですけど。悩んで悩んで意見書で書くことが

思い浮かばないってときは，「拒絶コード」と

「称呼」で絞って，検索結果として登録になった

やつだけを引っ張れば，同じような理由で拒絶理

由が通知された出願で，意見書の主張が認められ

た事例が分かるので，あとは，その包袋を閲覧す

れば…なんて使い方ができる気がします。他は，

どんな使い方が思い浮かびますか？

甲：この「全文検索」というのは，使い方によっては，

色々なことができると思うんだけど，例えば，同

一の称呼を生ずるものだけをピックアップした

り，同一よりは若干広い範囲でも拾ったり，或い

は，「商品・役務名リスト」に掲載されていない

指定商品・役務の表示を拾ったり等々，特許庁の

「商標出願・登録情報」の検索項目を自由に設定

できて，なお且つ，ある程度の類似も調べられる。

こんな使い方ができますよというのを公表してく

れると，参考になるんだけどなぁ。

乙：それと，IF社は，「書誌検索」システムとして，

「番号抽出機能」があるのが特徴的だと思います。

この機能があるお蔭で，IPDLの画面をコピーペ

ーストして，一括して書誌情報を取り出すことが

可能です。今までの「書誌情報」システムは，出

願番号等を一々入力しないといけませんでした

が，この手間が省けるようになったので，すごく

便利な機能だと思います。

甲：そうそう。それと，検索結果を PDF形式とエク

セル形式で保存できるのも便利。そう言えば，

「商標ナビ」（http://www.shohyonavi.com/）って

いうシステムがあって，「知財審決データベース」

（http://shinketsu.jp/）に「商標審決データベー

ス」というのがあって，4万件以上のデータがあ

るそうだけど，知ってる？

乙：2000年以降の審決を原文検索できるデータベー

スですね。「称呼」と「拒絶条文」と「商品分類

区分」で絞れば，似たような事例の審決を見つけ

られるので，便利だと思います。IF社の「全文

検索」の審決版みたいなイメージが，使い方とし

※「裁判年月日」「事件番号」を HP からコピー。

「結論」，「事件名」を記載した上，大項目として

「識別性」「先後願」「登録要件」「取消審判」「審

判関係」（請求人適格，手続違背等），「侵害関係」

の 6つの項目に分け，その中で更に具体化。

図 4 「商標裁判例一覧」
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てまず思い浮かびます。また，さっき出てきた

「審判番号」の検索ツールとしても使えます（「2．

識別力」参照）。例えば，IPDLの検索方法の例

と同様に「○○のチカラ」の識別力判断をした審

決を探す場合であれば，称呼検索に「ノチカラ」

と入力し，条文検索については「商 3条一般」を

選択した上で，これを「AND検索」すれば，「ノ

チカラ」の称呼を含む商標で，識別力の有無が争

われた審決が分かります（図 5参照）（5）。

乙：あと，登録要件の判断じゃなく，例えば，不正使

用取消審判のような珍しい事案を調べるときに

も，威力を発揮するデータベースかと思います。

甲：件数の多い事例，例えば，不使用取消審判は事件

の内容が細分化されていないので，商標の同一性

や不使用正当事由が争われたものを絞り込んでピ

ックアップできるといいんだけど…まだまだ機能

的なものが出てきそうだね。

注

甲がその後調べたところ，「アバター」というのは，

「チャットなどのコミュニケーションツールで，自分の

分身として画面上に登場するキャラクター」のことを

言うらしい。

入力称呼と完全に一致するもの。B社のシステムで

は，特許庁称呼の他，独自の称呼が付与されており，

「ABC」のような商標については，「エービーシー」と

いう称呼に統一されているが，「エービーシー」と「エ

イビイシイ」を共に見たい場合には，「追加音」の指定

で対応可能であり，完全一致以外のものも抽出可能な

システムとなっている。

なお，「紅豆杉事件」（東京高判平成 12年 10月 25日，

平成 12年（行ケ）第 164号）においては，インターネ

ット上の検索エンジンを用いて得られた資料について，

「当該記事に接するためには，特定の目的のために『紅

豆杉』等のキーワードを事前に得た上で意識的に検索

する必要があると考えられるから，近年におけるイン

ターネットの普及を考慮したとしても，そのような操

作の結果得られた情報である上記記事をもって，我が

国の取引者，需要者が『紅豆杉』を認識し，又は認識

し得ることの直接の根拠とすることはできない」と評

価している。

後日談：押本弁理士が新人研修でこの方法を教えて

いるらしい。

「商標審決データベース」での検索方法が，IPDLの

検索方法よりも使い勝手がよいのは，抽出リスト上で

「原文」とのリンクがなされているので，すぐに審決に

あたれる，という点である。また，「称呼」での検索で

あるため，例えば，「○○のチカラ」の場合，「ノチカ

ラ」とだけ入力すれば足り，「の力」「のちから」等他

の文字列を気にする必要もない。

（原稿受領 2007.5.7）

（ 5）

（ 4）

（ 3）

（ 2）

（ 1）

「称呼検索」の項目に「ノチカラ」と記入

「条文検索」の項目は「商 3条一般」を選択

↓

（一覧画面）

「○○のチカラ」という称呼が付与されている商標

で，識別力判断が争われた審決例を抽出することが

できる。なお，右側にある「原文」の文字をクリッ

クすれば，審決全文にリンクしてある。

（検索画面）

図 5 「商標審決データベース」の活用例


